
山陽小野田市地域外来・検査センターの運用イメージ図 別紙
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＊１日２０検体迄
　（午前・午後各１０検体）
＊検体持込時間は指定

＊山陽小野田市地域外来・検査センター自体の全体像は、破線内側の通り（開始時点）

かかりつけ医
（未登録医療機関）

地域外来・検査センター（健康増進課内）

＊ここでは検体採取は実施しません

【主な業務内容】
＊検体採取を行う登録医療機関からの予約受付
＊登録医・検査機関・宇部健康福祉センター間のハブ機能
＊各種事務及び請求業務
＊検体回収
＊結果通知（基本的には登録医療機関へ）　　等

県との委託契約

検査予約・検査代支払 ↓ ・ ↑ 結果返し・検査代請求 等

検体配送→

←結果通知

検査委託料支

払→

登療機関等

登録医療機関医師

がかかりつけ医

だった場合、医師

が検査が必要と判

断した場合、検査

予約を入れる。予

約が取れれば、登

録医療機関で検体

採取（鼻咽頭ぬぐ

い液）を行う

電話依頼・紹介状 等

検体採取を行わない医療機関に患者さんが受診された場

合で、かかりつけ医が抗原検査等が必要と判断された場

合は、その医師から登録医療機関医師へ連絡を入れる。

今後増やしてい

く予定

この検査セ

ンターを利

用して検査

を行う患者

像について

は、市医師

会内で協議

して取り決

めを行う予

定


